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 居 宅 介 護 支 援 契 約 重 要 事 項 説 明 書 

 
令和  ６ 年 １２ 月 ２１ 日現在 

あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知って

おいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば遠慮なく質問をしてください。 

 

１． 担当する介護支援専門員 

 

担当部署  居宅介護支援センター 恵泉              担当者                                

 

連絡先   ０７８－９３４－０００１ （午前 ９：００ ～ 午後 ６：００） 

 

２． 事業所の概要 

事 業 所 名 居宅介護支援センター 恵泉 

所  在  地 明石市大久保町大窪２８１８番地 

連  絡  先 
ＴＥＬ ０７８－９３４－０００１ 

ＦＡＸ ０７８－９３４－０７１１ 

管  理  者 西川 富美子 

営  業  日 月 ～ 土曜日 （祝日及び１２月２９日～１月３日を除く） 

営 業 時 間 午前 ９：００ ～ 午後 ６：００ まで 

サービス提供実施地域 明石市・神戸市西区 

 

３．当事業所の法人概要 

法  人  名 社会福祉法人 明 石 恵 泉 福 祉 会 

本 部 所 在 地 明石市大久保町大窪字戌亥谷２８１８－３ 

連絡先： 

老人保健施設恵泉（代表） 

ＴＥＬ ０７８－９３６－８００３ 

ＦＡＸ ０７８－９３６－８８８１  

法 人 種 別 社会福祉法人 

代  表  者 理事長  藤本 眞美子 

法人の行う他の事業 

訪問介護・介護予防訪問型サービス、通所介護・介護予防通所型サービ

ス、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリ・介護

予防通所リハビリ、訪問リハビリ・介護予防訪問リハビリ、短期入所生

活介護・介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護・介護予防短期

入所療養介護、介護老人福祉施設、ケアハウス、介護老人保健施設、認

知症対応型共同生活介護、サービス付き高齢者向け住宅  



 

① 

 

４．当事業所の従業員 

 職 務 内 容 人 員 数 

   管 理 者 事業所の総括 １ 名 

介護支援専門員 

(ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ) 

事業計画作成、他事業所との調整 

ケアプラン作成 給付管理 サービス実態把握 

保険請求 利用者台帳作成 

４ 名以上  
（内１名は管理者兼務） 

    

 

５．事業の目的・運営方針  

事業の目的 

要介護状態等となった方、およびその家族の方にとって、可能な限り居宅においてその

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、速やかに適切な支援ができるよう

調整する。 

運営方針 

・ ・ 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、     

その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう配慮して行う。 

・ ・ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、

適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に

提供されるよう配慮して行う。 

・ ・ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される

サービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏する事のないよう、介護保険法令を

遵守し公正中立に行う。 

・ ・ 事業の運営にあたっては、市町村、地域総合支援センター、地域包括支援センター、

他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス提供事業者、主治医、介護保険

施設等との連携に務める。 

 

６．提供する居宅介護支援サービスの内容 

  契約書本文第４条 

～第７条に定めるお客様に提供するサービスの内容は次のとおりです。 

  内  容 提  供  方  法 保険適用 

居宅サービス計画の 

作成 
(契約書本文第４条～7条） 

 

・ ・指定居宅介護支援の提供に当たっては懇切丁寧に行います。ま

た、サービスの提供方法などについて、理解しやすいように分かり

やすい説明を心掛けます。 

・ ・利用者のお宅を訪問し、利用者や家族に面接して情報を収集し、

解決すべき問題を把握します。 

・ ・自宅周辺地域における居宅サービス事業者やインフォーマ    

ルサービス事業者（介護保険外のサービス）が実施しているサービ

スの内容、利用料等の情報を適正に利用者や家族に提供し利用者

にサービスの選択を求めます。 

・ ・居宅サービスが特定の種類、事業者（法人）に不当に偏るような

誘導または指示を行いません。 

・ ・そのために、利用者が希望するサービス、地域等をお聞きした上

で、市町村の「事業所一覧表」や「介護サービス情報公表システム」

などを最大限活用し、希望に当てはまる事業所（サービス）を複数

提示します。また、パンフレット等を用いる場合でも必ず複数の事業

者のものを提示します。 

・ ・また、利用者から複数のサービス事業所を求めていただくことや、 

・ サービス計画原案に位置付けたサービス事業所の選定理由を求

めることができます。ケアマネジメント公正中立性の確保を図る観

点から、前６ヶ月間（①３月１日から８月末日②９月１日から２月末）

に作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、

福祉用具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置づけられ

た居宅サービス計画の数が占める割合について十分説明を行いま 

  ○ 



 

② 

居宅サービス計画の 

作成 
(契約書本文第４条～7条） 

 

・ す。なお、この内容についての文書を交付するとともに口頭での説

明を懇切丁寧に行います。また、ご理解いただいたことについて利 

・ 用者から署名をいだだきます。 

・ ・提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービ    

スを提供するうえでの留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画

の原案を作成します。 

・居宅サービス計画の原案に位置づけた指定サービス等につい

て、保険給付の対象となるサービスと対象とならないサービス（自

己負担）を区分して、それぞれ種類、内容、利用料等を利用者やそ

の家族に説明し、その意見を伺います。 

・ ・居宅サービス計画の原案は、利用者やその家族と協議した    

うえで、必要があれば変更を行い利用者から文書による同意を得

ます。その後、ケアプランについて利用者へ交付します。 

・  

○ 

サービス事業者等との

連絡調整・便宜の提供 
(契約書本文第４条第 2 項、第

9条) 

 

・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅

サービス事業者等との連絡調整を行います。 

・利用者が介護保険施設への入所または入院を希望した場合には

利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行います。 

 

○ 

サービス実施状況の把

握・居宅サービス計画

等の評価 
(契約書本文第４条第 3項) 

・利用者及びその家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況

の把握に努めます。 

・利用者の状態について定期的に再評価を行い、利用者の申し

出により又は状態の変化等に応じて居宅サービス計画の評価、

変更等を行います。 

 

○ 

給付管理 
(契約書本文第４条第 4項) 

・居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用

票・提供票による給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作

成し、兵庫県国民健康保険団体連合会に提出します。 

○ 

相談・説明 
(契約書本文第４条第 5項) 

・介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。 ○ 

医療との連携・主治医

への連絡 
(契約書本文第４条第 6項) 

・居宅サービス計画作成時（又は変更時）やサービスの利用時に必

要な場合は、利用者の同意を得たうえで、関連する医療機関や利

用者の主治医との連携を図ります。 

・訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等については、主

治医がその必要性を認めたものに限られるため、主治医の指示が

あったことを確認します。（主治医は要介護認定の申請のための意

見書を記載した医師に限定されません。） 

 

○ 

財産管理・権利擁護へ

の対応 
(契約書本文第４条第 7項) 

・利用者がサービスを利用する際に、その所有する財産の管理や

権利擁護について問題が発生し、第三者の援助が必要な場合に

は、利用者の依頼に基づいて地域総合支援センター等への連絡を

行います。 

 

― 

居宅サービス計画の変

更  
（契約書本文第５条） 

・利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業者が

居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用者の意見を

尊重して、合意のうえ、居宅サービス計画の変更を行います。 

 

○ 

要介護認定等にかかる

申請の援助 
（契約書本文第６条） 

・利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協力を行

います。 

・利用者の要介護認定有効期間満了３０日前までには、要介護認

定等の更新申請に必要な協力を行います。 

 

○ 

 



 

③ 

サービス提供記録の

閲覧・交付 
（契約書本文第７条） 

・利用者は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受

けることができます。（但し、別紙１に記載するコピー代等の実費を

請求する場合があります。） 

・利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅サー

ビス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受けることがで

きます。 

○ 

介護支援専門員の変

更 

・介護支援専門員の変更を希望する場合は、相談窓口の担当者ま

でご連絡ください。 

＊ 事業者は、やむを得ない事情により、担当介護支援専門員を

変更する場合があります。この場合、１ヶ月前までにはご連絡

いたします。 

○ 

訪問回数の目安  

・介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し、状況の把握等を行います。 

・概ね１ヶ月当たり１回程度の訪問もしくは、利用者の同意を得た上で、サービス

担当者会議において、ⅰ～ⅲの要件を掲げる事項について主治医、担当者その

他の関係者の合意を得られた場合は、テレビ電話装置その他の通信機器を活

用したモニタリングとして、少なくとも、2 か月に 1 回は利用者の居宅を訪問しま

す。 

ⅰ 利用者の状態が安定していること。 

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のｻﾎﾟｰﾄが

ある場合も含む）。 

ⅲ テレビ装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について他のサ

ービス事業者との連携により情報を収集すること。 

 

＊必要時はこれにかかわらず、適宜訪問いたします。 

 

 

                                                

７．サービスの利用料およびその他の費用について 

契約書第８条に基づき、事業者が提供する居宅介護支援等に関する料金及びその他の費用につい

ては重要事項説明書別紙①（サービス利用料一覧表）のとおりです。 

※当事業所が運営基準減算（居宅介護支援の業務が適切に行われていない場合の減算）に該当す

る場合は別紙利用料金の50/100となります。また2か月以上継続する場合には算定しません。 

居宅介護支援の業務が適切に行われていない場合とは以下のような場合が該当します。 

・ 指定居宅介護支援の利用や開始に際し、利用者が複数の指定居宅サービス事業者を紹介するよ

う求められることや、居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理

由の説明を求められることを文書により説明・交付を行っていない場合。 

・ 居宅サービス計画の新規作成及び変更にあたって、利用者の居宅を訪問し利用者および家族に

面接していない場合、当該計画について利用者または家族に対し説明・同意・交付を行っていな

い場合。 

・ 居宅サービス計画の新規作成や変更時、要介護認定の更新や区分変更時に、サービス担当者会議

の開催等を行っていない（やむを得ない場合を除く）場合。 

・ 居宅サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握のために一月（要件を満たす場合は少な

くとも二月に１回）利用者の居宅を訪問し利用者に面接していない場合、その結果を記録してい

ない場合。 

（令和７年４月１日から減算対象となる項目） 

・ 感染症もしくは災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が未策定の場合。 

・ 虐待の発生又はその再発を防止するための措置（委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当

者を定めること）を講じていない場合。 

・ 身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施）を講

じていない場合。 

・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得えず身体的拘束等を行

う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録



していない場合。 

④ 

８．前６ヶ月間に居宅サービスに位置付けた訪問介護等の契約の割合について 

別紙③前６ヶ月間に居宅サービスに位置付けた各サービスの割合等のとおり 

 

９．契約の終了と自動更新について 

契約の有効期間については、要介護認定の有効期間の満了日で一旦終了することとなります。 

ただし、有効期間の満了７日前までに、利用者から契約を終了する旨の申し出がない場合には、 

この契約は次の要介護認定の有効期間満了日まで、自動的に更新されます。 

 

１０．契約期間途中での解約の場合 

   この契約は、契約期間中であっても、利用者の方から解約を希望する７日前までにお申し出頂ければ 

 解約することができます。この場合、解約料のお支払いは必要ありません。但し、ただちに解約を希望さ 

れる場合には、解約料をいただく場合があります。 

※ 利用者においては緊急入院等の正当な理由がある場合には、解約料は必要ありません。 

※ 解約の場合は、次の事業者への引継ぎなど、利用者が保険やサービスを滞りなく利用していただく 

     ための手続きが必要ですので、月末以外の解約や次の事業者との契約開始日にはご注意下さい。 

 

１１．プライバシーの保護 

当事業所は、利用者にサービスを提供するうえで知り得た情報は、契約期間中はもとより、契約終了後

においても、決して第三者に漏らすことはありません。また、利用者やそのご家族に関する個人情報が含ま

れる記録物に関しては、善良な管理者の注意をもって管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。  

但し、当事業所が知り得た情報については、サービス担当者会議などのサービス利用調整を行う際に必要

となります。このため、その利用には利用者の同意が必要となりますので、別紙の同意書に記名押印して

下さい。 

 

１２．虐待防止について 

   事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり 

必要な措置を講じます。 

・ 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

します。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

・ 虐待防止のための指針を整備します。 

・ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための定期的な研修を実施します。 

・ 措置を適切に講じるための担当者を設置します。 

・ 虐待防止に関する責任者は居宅介護支援事業所管理者とします。 

・ 成年後見制度利用の支援をします。 

・ 苦情解決体制の整備をします。 

・ サービス提供中、当該事業所従業員または養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）によ 

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを地域総合支援センター、市町村へ

通報します。 

 

１３．身体的拘束等について 

   事業者は、身体的拘束の適正化を図るために、次に掲げる措置を講じます。 

・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。 

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

・ 身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を実施します。 

・ 利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的 

拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記載します。 

 

 



 

⑤ 

    １４．ハラスメントの禁止 

事業者は、当施設で働く職員の安全確保と働き続けられる労働環境が気付けるようハラスメントの防

止に向けて取り組みます。 

１ 業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は許容致しません。 

① 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

② 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

③ 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

ハラスメント行為の具体例として、大声で怒鳴り威嚇する・性的な話をする・長時間のクレーム・業務外

のサービス強要など理不尽な要求・物を投げる・つばを吐く・体をたたく・体に触る・付きまとう等があり、

相手が脅威・不快だと感じる行為を指します。 

上記は当該法人職員、取引先業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 

２ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、事実確認を行った上で関係機関への連絡、相談、環

境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

 

１５．業務継続計画の策定等 

 事業者は、感染症及び非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実

施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定します。 

・ 業務継続計画について事業所内で周知し、必要な研修および訓練を定期的に実施します。 

・ 必要に応じて業務継続計画を変更します。 

 

１６．サービス提供中における事故発生時の対応 

（1）  緊急時における確認事項 

① 緊急時の連絡先を２件お願いします。    

 

氏 名 

 
利用者との続柄 (              )  

電話番号 昼     －    － 

      夜     －    － 

携帯電話       －      －    

住 所 

 

氏 名 

 
利用者との続柄 (              )  

電話番号 昼     －    － 

      夜     －    － 

携帯電話       －      －    

住 所 

 

 

② 家族、主治医、サービス事業者等関係機関への連絡を速やかに行います。 

 

（2） 市町村、家族等への連絡方法 

       電話、あるいはファックスにて、すみやかに連絡いたします。 

 

１７．損害賠償について 

当事業所が利用者に対して賠償すべきことが起こった場合は、契約書本文第１１条に基づき、   

当事業所は金銭等により賠償いたします。 

当事業所は以下の内容で損害賠償保険に加入しています。 

                                                                                           

○ 加入保険名       ひょうご福祉サービス総合補償制度         

○ 保険の内容       居宅サービス事業者賠償補償制度      

○ 賠償できる事項     ・身体、財物の損害  

                             ・人格権の侵害 

                             ・第三者所有の現金保管中の盗難による損害 

                             ・身体、財物の損害を伴わない経済的損害 

 



 

⑥ 

 

１８．サービスの苦情相談窓口 

     当事業所は、提供したサービスに苦情がある場合、又は作成した居宅サービス計画に基づいて提供され 

た居宅サービスに関する苦情の申し立てや相談があった場合は、速やかに対応を行います。     

  ※サービスの提供に関して苦情や相談があった場合には、以下までご連絡下さい。  

   

○ 当事業所の苦情相談窓口     

管理者   

連絡先  ０７８－９３４－０００１ 

Ｆ Ａ Ｘ  ０７８－９３４－０７１１ 

(受付時間  平日 午前 ９：００ ～ 午後 ６：００） 

＜第三者委員会＞ 

委 員    弁護士   

委 員    明石恵泉福祉会 評議員  

委 員    明石恵泉福祉会 評議員 

 

 

○ 介護保険の苦情や相談に関しては、他に下記の相談窓口があります。        

（介護保険サービスの苦情について） 

兵庫県国民健康保険団体連合会  連絡先   ０７８－３３２－５６１７ 

                 受付時間  （平日） 午前 ９：００ ～ 午後 ５：１５  

※ 介護保険サービスについてのみの窓口です 

（介護保険全般に関するお問い合わせ） 

    明石市高齢者総合支援室       連絡先   ０７８－９１８－５０９１ 

受付時間  （平日） 午前 ９：００ ～ 午後 ５：００ 

 

１９．要介護認定等の前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項の説明 

       重要事項説明書別紙②要介護認定等の前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関

する重要事項説明書のとおり 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面（及び付属別紙）に基づいて 

重要事項の説明を行いました。 

 

令和    年    月    日 

              

                    事業者  所在地  明石市大久保町大窪２８１８ 番地         

                              社会福祉法人 明石恵泉福祉会 

                                                        名 称    居宅介護支援センター 恵泉               

 

                  説明者  氏 名                                 

 

 
私は、本書面（及び付属別紙）により事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

 

                    利用者  住 所                          

 

                          氏 名                          

  
                    上記代理人（代理人を選定した場合） 

        

                             住 所                          

 

                          氏 名                              



⑦ 

 

 

重要事項説明書別紙② 

 

  要介護認定等の前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する  

 重要事項説明書 

 

 利用者が要介護認定等の申請後、認定結果通知を受けるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介

護保険による適切な居宅介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成により

サービス提供を行う際の説明を行います。 
 

  １ 提供する居宅介護支援サービスについて  

・利用者が要介護認定までに、居宅介護サ－ビスの提供を希望される場合には、この契約の締結の

日から迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅介護サービス提供のための支

援を行います。 

 

・居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定の結果を上回る過剰な居宅介

護サービスを位置付けることのないよう配慮しながら計画の作成に努めます。 

 

・作成した居宅サービス計画については、要介護認定等の後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見

直しを行います。 
 

  ２ 要介護認定等の後の契約の継続について 

・要介護認定等の後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用

者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申入れがあった場合には、契約は終了し、解約料

はいただきません。 

また、利用者から解約の申入れがない場合は、契約は継続しますが、この重要事項説明書別紙②に

定める内容については終了することとなります。 

 

  ３ 要介護認定等の結果、要介護と認定されなかった場合の利用料について 

要介護認定等の結果、自立（非該当）となった場合には １１、３１６ 円 の利用料をいただきます。 

 

４  注意事項 

要介護認定等の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。 

 

（１）要介護認定等の結果、自立（非該当）となった場合には、要介護認定前に提供された居宅介護サ

ービスに関する利用料は、原則的に利用者にご負担いただくこととなります。 

 

（２）要介護認定等の結果、認定前に提供されたサービスの内容が、認定後の区分支給限度額を上回

った場合には保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。 

この場合、保険給付されないサービスにかかる費用の全額を利用者においてご負担いただくことにな

ります。 

 

 

 

 



 

 

 

居宅介護支援契約における個人情報使用同意書 

 

私及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で 

使用することに同意します。 

                 

１ 使用する目的 

  事業者が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画に基づき、

指定居宅介護サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等

において必要な場合 

 

２ 使用にあたっての条件 

  ①個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際 

   には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

  ②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。 

 

３ 個人情報の内容（例示） 

  ・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等事業者が居宅介護支援を行うために最低 

   限必要な利用者や家族個人に関する情報(基本情報等) 

     ・認定調査票（７４項目及び特記事項）、主治医意見書、介護認定審査会における判定 

      結果の意見（認定結果通知書） 

      ・その他の情報 

     ※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別 

      され、又は識別され得るものをいいます。 

 

４ 使用する期間 

     令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日       

  

   令和   年   月   日 

 

    居宅介護支援事業者  居宅介護支援センター 恵泉 

 

 

              利用者        住所                  

 

                                 氏名                印  

 

    上記代理人（代理人を選定した場合） 住所                   

 

                              氏名               印  

 

               利用者家族代表  住所                   



 

                              氏名               印  


